
第６章　保護管理対策

第１節　白山林道の利用状況

　白山林道の供用期間は大体６月～11月の約半年であるが、“56豪雪”のような大雪に見舞われると、

供用開始が遅れ利用期間が短くなることがある。表６－１は、過去５年間の白山林道の通行台数を示

したものである。昭和52年の利用台数は供用期間が短いにもかかわらず、一般供与の開始の年である

ため、90,540台と最も高い数を示した。その後、昭和55年までは年々減少の傾向を示したが、昭和



　56年にはわずかではあるが、前

　年度より増加している。月別に

　みると、８月と10月に利用が集

　中している（図6－2）。これ

　は8月が学童の夏期休暇に、10

　月は紅葉期にあるためと考えら

　れ、特に紅葉期の日曜日は混雑

が激しい。石川県側と岐阜県側

　の両入口での入込台数を比較す

　ると、過去５年間石川県側から

　林道へはいった自動車台数のほ

　うが多く、開通当初は岐阜県側か

　から林道へはいった自動車台数

　の約２倍であったが、最近は約

　1.5倍とその差は狭まる傾向に

　ある。

　　発地別の利用台数を示したの

　が表６－２である。石川県の利

　用者が最も多く、全体の３分の

　１をしめる。次に富山・福井・

　岐阜の隣接県と愛知県が多い。

　近県の利用者がほとんどを占め

　るのは、地理的条件、知名度、

　定期バスの乗入れ禁止等の理由

　によると考えられる。



　また、石川、福井両県発の

車は石川県側から入る率が高

く、富山県発の車は逆に岐阜

県側から入る率が高い。一方

岐阜、愛知両県発の車は、石

川県側と岐阜県側からほぼ同

じ割合で林道にはいっている。

　白山林道の利用目的及びそ

の割合を示したのが図6－3

である。　ドライブ、風景観賞

が過半数を占める。調査日が

８月ということもあって、涼

しい山岳道路をドライブし、

林道沿線の峡谷美をながめるというのが大半の利用者の目的であったと思われる。次に写真・スケッ

チ、自然散策、温泉、民俗・文化、自然観察と続く。そのうち民俗文化や自然観察といった一種の教

育目的を持った利用形態が、全体の12％とかなりの割合を占めることに注目したい。この図でその他

としてしめしたものは、社寺参拝、キャンプ、スポーツ等の利用目的である。

第２節　自然保護指導員

　自然保護指導員制度は、白山林道に訪れる人々に林道の利用マナー、自然観察の方法等を指導する

ために設けられたものである。毎年7名（昭和42年度は6名、表６－３）が、林道の主要箇所に随時

待機し、指導にあたった。

　林道内は全コース歩行者通行禁止であるが、数ヶ所に待避所が設けられており、夏期や紅葉期には

かなりの人が一時的に滞留する。待避所における自然解説は、出入りする人々の目的が休憩もしくは

単なる物見が多く、あまり効果は上がらなかった。しかし、県境から三方岩岳に通じる登山道を散策

する人々に対する自然解説は、ここを利用する人々がもともと自然散策を目的としているため、意義

は大きかった。

　自然保護指導員は、自然解説以外にもゴミの投げ捨て、植物の盗掘にも注意を払った。ゴミについ

ては、白山林道内に現在売店等のゴミを出す施設がないこと、また、ゴミ持ち帰り運動の呼びかけが

効を奏し、予想した程多くはみられなかった。しかし、自動車道から空カンを投げ捨てるという悪質

な行為が、幾例かみられた。景観保全の観点だけでなく、白山林道は、急な山腹斜面をヘアピンカー

ブを使って登っているため、上側の林道から投げ捨てた空カン等が、下の林道の利用者に傷害を与え

る危険性が大きく、厳重な監視が必要である。白山林道を含めて白山国立公園内の道路や登山道には、



ゴミ持ち帰り運動の推進のため、現在ゴミ入れを原則的には設けていない。この姿勢は白山林道内で

も効果を上げているので、今後も堅持してゆきたい。

　植物の盗掘は林道周辺のみならず、林道からかなり離れた場所で行なわれている場合もかない多い。

盗掘される植物は園芸用植物や高山植物が主なものである。蛇谷地域が国立公園の植物採取禁止地域

と知らず採取する人々については、国立公園の意義を説明して理解を求めている。植物盗掘の対策と

して今後共厳重な監視が必要であるが、それに加えて、このような普及啓蒙が大切である。



第３節　白山自然保護懇話会

　古くは平野部との交通手段がわずかであった白山麓も、最近の自動車道の整備、手取川ダム建設、

白山林道建設等の大規模開発によって、地元住民の生活様式が変化しつつある。これらは、一方で地

元住民の生活を改善したが、もう一方では、古い文化との離脱、自然の改変というかつてない体験を

引き起した。各町村共、新しい時代の流れに応じた”新しい村（町）づくり”を模索しているが、そ

の変化が急速なるが故に、対応が難しい。モータリゼーションが広域化した現在、地元住民の生活を

中心とした自然環境の保全と利用については、村・町という行政単位で行う施策以外にも、広く白山

麓全体としての連関、融合をもつことが望まれる。

　白山自然保護懇話会は、上記の観点にたち、今後の白山地域の自然環境の保全と利用について、関

係機関の調整を計るため、設けられたものである。懇話会の構成員は地元町村長、県・国関係機関長、

有識者の合計23名（昭和52.8.1～昭和54.7.31は22 名）からなる（表6 -4 ）。主に地元住民に関

係した問題を議題としてとり上げ、年に2ないし３回開催した（表6－5 ）。



　懇話会でだされた問題は地元住民の生活に密接にかかわるだけに、すぐには解決できないものが多

い。しかし、各町村がかかえている問題は細部は異なるといえ、全体として多くの共通点をもつもの

であり、この会をもつことにより、より広範囲な問題として取り扱えるようになった。懇話会は行政

機関に対する決定権をもたないが、今後環境問題がなお一層多様化、広域化することが予想されるの

で、今後共この種の会議はなお重要性を増すといえる。
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